
令和５年１月 27 日 

保護者 様 

大阪市立野田中学校 

校 長  西 田  知 浩 

  

令和５年度 就学援助費の申請について 

 

標題について下記のとおり、ご案内いたします。 

申請される場合は、配布しております「令和５年度（２０２３年度）就学援助制度の  

お知らせ（早期２・一般・随時）」をご確認いただき、申請理由ごとに必要な証明書等を

取得のうえ、期限までに野田中学校へ提出してください。なお、申請区分により「期限」

「申請理由」「必要な添付書類」が異なりますのでご留意願います。 

 

記 

１ 就学援助費とは 

就学援助費とは、教育の機会均等の趣旨に則り、経済的な理由によって就学が困難と

認められる生徒の保護者に対して必要な援助を行う制度です。 

 

２ 配布文書 

（１）令和５年度（２０２３年度）就学援助制度のお知らせ（早期２・一般・随時） 

（２）令和５年度（２０２３年度）就学援助申請書兼世帯状況票 

 

３ 提出書類 

（１）令和５年度（２０２３年度）就学援助申請書兼世帯状況票（以下、「申請書」） 

（２）申請理由に応じた添付書類（早期申請２または一般２の申請者の方） 

 

４ 申請区分・申請期限等 

  

 

 

 

 

 

５ 提出場所 

野田中学校 事務室 

※ 申請書や添付書類の証明書には、たいへん重要な情報が含まれております。 

学校への提出は、保護者の方が持参されるか郵送にご協力お願いいたします。 
     郵便あて先 （切手代は申請者負担） 

  〒５５３－０００６ 大阪市福島区吉野５－９－４ 大阪市立野田中学校 事務室 あて 

 

６ 留意点 

昨年度提出いただいた申請書で記載漏れ等があった事例を以下に記載いたします。 

申請書提出前にご確認いただくようお願い申し上げます。 

・ 申請書下段の「口座振替」「現金払い」のチェック漏れ 

・ 申請書下段の「委任状及び同意書」の記入が漏れ 

・ 住宅の形態「持家」「賃貸」に記入漏れ（申請理由⑫の場合） 

・ 「賃貸契約書の写し」の提出漏れ（申請理由⑫で住宅の形態が借家等の場合） 
 

☆問い合わせ先☆  野田中学校（担当 事務室）      06-6462-3291  

教育委員会事務局（就学支援グループ） 06-6115-7653 

申請区分 申請期限 申請理由 添付書類 

早期２申請（書類審査）  3月 13日（月） ⑫以外 必 要 

一般１申請（税情報利用）  5月 12日（金） ①または⑫ 不 要 

一般２申請（書類審査）  6月 30日（金） ①～⑫ 必 要 

随時申請（書類審査） 7月 1日以降 ①～⑫ 必 要 


